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詳しくは、電波利用
ポータルへ！
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１年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
（電波法110条）

■警察や消防などの重要無線通信の機能を妨害した場合は、５年以下の拘禁
）2の条801法波電（。すまりあがとこるれらせ処に金罰の下以円万052はたま刑




